
 

 

「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例施

行規則」の一部改正について 

 

１ 趣旨 

県は、「県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例」（以下「条例」

という。）により、水質汚濁防止法等の規制対象を広げて（横出し）公害規制を行っている。 

同条例施行規則（以下、「規則」という。）で定めている基準値は関係法令で定める基準値

を準用しており、今般、水質汚濁防止法に係る排水基準が改正されたことから、規則で定め

る排水基準を改正するもの。 

２ 生活環境保全条例施行規則の改正点 

○排水基準(条例第 23条、規則別表第９関係) 

項目名 現行 改正案 
水質汚濁防止法に
基づく排水基準 

トリクロロエチレン 0.3 mg/L以下 0.1 mg/L以下 0.1 mg/L以下 

なお、現時点では、トリクロロエチレンを含む排出水を排水している事業場は無い。 

３ 関係法令の改正内容 

○水質汚濁防止法関係 

ア 改正内容：トリクロロエチレンの排水基準を 0.3mg/L から 0.1mg/Lに改正。 

イ 改正経緯：平成 26 年 11 月にトリクロロエチレンの水質環境基準が 0.03mg/L から

0.01mg/Lに改正されたため、水質汚濁防止法に基づく排水基準の見直しが

行われたもの。 

 

 

 

<参考> 基準値改正経緯 

H22.09.02 食品健康影響評価の結果、TDIが 1.46µg/kg 体重/日と通知。 

H23.04.01 食品影響評価の結果を受けて、水道水質基準を 0.03mg/Lから 

0.01mg/Lに改正。 

H26.11.17 水質環境基準及び地下水環境基準が改正。 

H27.10.21 水質汚濁防止法に係る排水基準が改正。 

資料 No.１ 



改正前 改正後 

別表第９（第18条関係） 別表第９（第18条関係） 

康有害物質による排出水の汚染状態に係る排水基準 健康有害物質による排出水の汚染状態に係る排水基準 

 番号 健康有害物質の種類 許容限度   番号 健康有害物質の種類 許容限度  

 １ カドミウム及びその化合物 １リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム   １ カドミウム及びその化合物 １リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム  

 ２ シアン化合物 １リットルにつきシアン１ミリグラム   ２ シアン化合物 １リットルにつきシアン１ミリグラム  

 ３ 有機りん化合物（パラチオン、

メチルパラチオン、メチルジメト

ン及びＥＰＮに限る。） 

１リットルにつき１ミリグラム   ３ 有機りん化合物（パラチオン、

メチルパラチオン、メチルジメト

ン及びＥＰＮに限る。） 

１リットルにつき１ミリグラム  

 ４ 鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛0.1ミリグラム   ４ 鉛及びその化合物 １リットルにつき鉛0.1ミリグラム  

 ５ ６価クロム化合物 １リットルにつき６価クロム0.5ミリグラム   ５ ６価クロム化合物 １リットルにつき６価クロム0.5ミリグラム  

 ６ ひ素及びその化合物 １リットルにつきひ素0.1ミリグラム   ６ ひ素及びその化合物 １リットルにつきひ素0.1ミリグラム  

 ７ 水銀及びアルキル水銀その他

の水銀化合物 

１リットルにつき水銀0.005ミリグラム   ７ 水銀及びアルキル水銀その他

の水銀化合物 

１リットルにつき水銀0.005ミリグラム  

 ８ アルキル水銀化合物 検出されないこと。   ８ アルキル水銀化合物 検出されないこと。  

 ９ ポリ塩化ビフェニル １リットルにつき0.003ミリグラム   ９ ポリ塩化ビフェニル １リットルにつき0.003ミリグラム  

 10 トリクロロエチレン １リットルにつき0.3ミリグラム   10 トリクロロエチレン １リットルにつき0.1ミリグラム  

 11 テトラクロロエチレン １リットルにつき0.1ミリグラム   11 テトラクロロエチレン １リットルにつき0.1ミリグラム  

 12 ジクロロメタン １リットルにつき0.2ミリグラム   12 ジクロロメタン １リットルにつき0.2ミリグラム  

 13 四塩化炭素 １リットルにつき0.02ミリグラム   13 四塩化炭素 １リットルにつき0.02ミリグラム  

 14 1,2－ジクロロエタン １リットルにつき0.04ミリグラム   14 1,2－ジクロロエタン １リットルにつき0.04ミリグラム  

 15 1,1－ジクロロエチレン １リットルにつき１ミリグラム   15 1,1－ジクロロエチレン １リットルにつき１ミリグラム  

 16 シス－1,2－ジクロロエチレン １リットルにつき0.4ミリグラム   16 シス－1,2－ジクロロエチレン １リットルにつき0.4ミリグラム  

 17 1,1,1－トリクロロエタン １リットルにつき３ミリグラム   17 1,1,1－トリクロロエタン １リットルにつき３ミリグラム  

 18 1,1,2－トリクロロエタン １リットルにつき0.06ミリグラム   18 1,1,2－トリクロロエタン １リットルにつき0.06ミリグラム  



改正前 改正後 

 19 1,3－ジクロロプロペン １リットルにつき0.02ミリグラム   19 1,3－ジクロロプロペン １リットルにつき0.02ミリグラム  

 20 チウラム １リットルにつき0.06ミリグラム   20 チウラム １リットルにつき0.06ミリグラム  

 21 シマジン １リットルにつき0.03ミリグラム   21 シマジン １リットルにつき0.03ミリグラム  

 22 チオベンカルブ １リットルにつき0.2ミリグラム   22 チオベンカルブ １リットルにつき0.2ミリグラム  

 23 ベンゼン １リットルにつき0.1ミリグラム   23 ベンゼン １リットルにつき0.1ミリグラム  

 24 セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン0.1ミリグラム   24 セレン及びその化合物 １リットルにつきセレン0.1ミリグラム  

 25 ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出される

もの１リットルにつきほう素10ミリグラム 

海域に排出されるもの１リットルにつき

ほう素230ミリグラム 

  25 ほう素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出される

もの１リットルにつきほう素10ミリグラム 

海域に排出されるもの１リットルにつき

ほう素230ミリグラム 

 

 26 ふっ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出される

もの１リットルにつきふっ素８ミリグラム 

海域に排出されるもの１リットルにつき

ふっ素15ミリグラム 

  26 ふっ素及びその化合物 海域以外の公共用水域に排出される

もの１リットルにつきふっ素８ミリグラム 

海域に排出されるもの１リットルにつき

ふっ素15ミリグラム 

 

 27 アンモニア、アンモニウム化合

物、亜硝酸化合物及び硝酸

化合物 

１リットルにつきアンモニア性窒素に

0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び

硝酸性窒素の合計量100ミリグラム 

  27 アンモニア、アンモニウム化合

物、亜硝酸化合物及び硝酸

化合物 

１リットルにつきアンモニア性窒素に0.4

を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸

性窒素の合計量100ミリグラム 

 

 28 1,4－ジオキサン １リットルにつき0.5ミリグラム   28 1,4－ジオキサン １リットルにつき0.5ミリグラム  

 備考 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法

により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定

方法の定量限界を下回ることをいう。 

  備考 「検出されないこと」とは、環境大臣が定める排水基準に係る検定方法に

より排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方

法の定量限界を下回ることをいう。 

 

      

 



水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令の概要

平 成 2 7 年 ９ 月
水・大気環境局
水環境課
土壌環境課地下水・地盤環境室

１．水質汚濁防止法施行規則の一部改正及び排水基準を定める省令
の一部改正

○ 平成26年11月、トリクロロエチレンについて、公共用水域の水
質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質
汚濁に係る環境基準の基準値が変更された。
（0.03mg/Lから0.01mg/Lに変更）

○ これを受け、トリクロロエチレンの排水基準を0.3mg/Lから0.1
mg/Lとし 排水基準を定める省令の一部改正 地下水の水質の浄（ ）、
化措置命令に関する浄化基準を0.03mg/Lから0.01mg/Lとする（水
質汚濁防止法施行規則の一部改正 。）

２．経過措置
（１）新基準の適用時期

本改正省令に基づくトリクロロエチレンの新排水基準は、本改
正省令施行日以後に新たに特定事業場となる事業場には、施行後
直ちに適用されるが 本改正省令施行の際現に特定施設を設置 設、 （
置の工事をしているものを含む ）している特定事業場について。
は、本改正省令施行の日から６月間（水質汚濁防止法施行令（昭
和46年政令第188号 別表第３に掲げる施設を設置している特定事）
業場については１年間）は適用せず、従前の排水基準が適用され
ることとする。

（２）罰則
、 。以下の行為に対する罰則の適用については 従前どおりとする

①本改正省令の施行前にした行為
②２.(１)により従前の排水基準が適用される場合における本改正
省令施行後にした行為

３．スケジュール
公布日：平成27年９月18日
施行日：平成27年10月21日

SS10120040
タイプライターテキスト



１ 水質汚濁防止法と生活環境保全条例の棲み分けについて 

水質汚濁防止法において有害物質や生活環境に被害を生ずるおそれのある汚水又は廃水を排出

する施設として「特定施設」が規定されており、条例においては同様にそうした施設を横出しで

規定し、水質汚濁防止法との区別を図るために「汚水等排出施設」と称している。 
本県の条例では、汚水等排出施設として「湿式集じん施設」及び「廃ガス洗浄施設」を対象と

している。 
当該２施設は、水質汚濁防止法の特定施設においても、業種指定（鉄鋼業、医薬品製造業、プ

ラスティック製造業等）を行ったうえで規定されているが、本県の条例においては、指定された

業種以外の業種において設置された施設についても同様に規制を行い、水環境の保全を図ってき

たもの。 
 
 
 
 
 
 

 

対象施設 水質汚濁防止法 生活環境保全条例 主な届出施設【条例】 
湿式集じん施設 施行令別表 1 で定める業

に該当するものに限る 
例）化学肥料製造業、医療品

製造業等 

業種指定なし 

（水質汚濁防止法施行令

別表１で定めるものを除

く。） 

カントリーエレベータ

ー、ライスセンター、ア

スファルトプラント 

廃ガス洗浄施設 施行令別表 1 で定める業

に該当するものに限る 
例）化学肥料製造業、パルプ・

紙・紙加工品製造業 

業種指定なし 

（水質汚濁防止法施行令

別表１で定めるものを除

く。） 

 

(参考)入浴施設 旅館業の用に供する施設 なし 法で規定されているため

条例で規制しない。 
 

２ 排水基準について 

汚水等特定施設を設置する工場、事業場から公共用水域に排出される水の汚染状態に係る基準で

ある。 

なお、現時点では、トリクロロエチレンを含む排出水を排水している汚水等特定事業場は無い。 

 

＜用語解説＞ 

水質汚濁防止法の用語 定義 条例上の表現 

特定施設 
有害物質や生活環境に被害を生ずるおそれがあるような汚水又は廃

液を排出する施設で政令で指定されたもの 
汚水等排出施設 

特定事業場 特定施設（指定地域特定施設を含む）を設置する工場、事業場 汚水等特定事業場 

排出水 特定事業場から公共用水域に排出される水 法と同じ 

排水基準 

排出水の汚染状態（熱によるものを含む）について、環境省令で定め

るもの 

法と同じ 
排水基準は、有害物質による汚染状態にあっては、排出水に含まれ

る有害物質の量について、有害物質の種類ごとに定める許容限度と

し、その他の汚染状態にあつては、化学的酸素要求量その他の水の

汚染状態を示す項目として政令で定める項目について、項目ごとに定

める許容限度とする。 

有害物質 
人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定める

物質 
健康有害物質 

 

水質汚濁防止法 

特定施設 

湿式集じん施設及び 
廃ガス洗浄施設 

生活環境保全条例 

汚水等排出施設※ 

参考資料 



 

岩手県における環境保全体系図 

県民、事業者、県の責 
務、市町村の役割、相 

 互連携（第４条～８条） 
年次報告書 
 (第９条) 

 

基本方針 
(第10条) 

 

基本計画 
(第11条) 

 

高い環境の水準 
(第12条) 

 

 
 

岩手県環境審議会 
 

環境の保全及び創造に関する施策 
 

県民参加・ 

情報提供 

(第13条) 

環境に配慮した施策の策定、 

事業等の誘導 

   (第14条、15条) 
 

環境影響評価の推進 

(第16条) 
 

規制等の措置 

(第17条) 

 

助成等の措置 

(第18条) 
 

環境教育等の推進 

(第20条) 
 

・環境美化(第19条) 

・自発的環境保全活 

 動の促進(第21条) 

・人材等の育成 

 (第22条) 

・調査の実施、監視 

 体制整備(第23条) 

・科学技術の振興 

 (第24条) 

・文化的環境の保全 

 (第25条) 

・地球環境の保全 

 (第26条) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

・岩手県環境影影響評

価条例（平10.7.15 

 条例第42号） 

・技術指針 
 

環境影響評価技術審 
査会 
 

・岩手県自然環境保 
 全条例 
・自然環境保全指針 
・県民の健康で快適 

 な生活を確保する

ための環境の保全

に関する条例 
・循環型地城社会の 
 形成に関する条例 
・県外産業廃棄物の 
 搬入に係る事前協 
 議等に関する条例 
 

水質汚濁防止法に

基づく排水基準を

定める条例（昭和

48.3.30条例第31 

号（上乗せ条例） 

岩手県商工観

光振興資金 
 

岩手県環境 
学習推進基

本方針 
 

基本理念（第３条） 
１ すべての県民の参加、連携及び協力による恵み豊かな環境と共生する地域社会の構築 
２ 循環型地域社会の形成、将来世代の環境の恵みの享受 
３ 地域からの行動による地球環境の保全 
 

岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例 

(平成10.3.30条例第22号) 

 

参考資料 



県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例体系図 
                                                      (平成13.12.21条例第71号) 
    総則（１～３） 
                               （目的、定義、県等の役割） 

    生活環境の保全に関する基本的施策（４～７） 
                                 公害防止基本計画の作成 

                                 公害の状況の公表 

                                 公害に係る紛争の処理及び被害の救済 

                                 生活環境の保全に関する事業の推進 

    公害の防止に関する規制 

         大気汚染 

              ばい煙に関する規制（８～17） 
                                 廃棄物焼却炉及びオガライト製造用に供する乾燥炉 

                                 等のばい煙発生施設において発生するばい煙に関す 

                                 る規制 

              粉じんに関する規制（18～22） 
                                 鉱物・岩石等の破砕機及び動力打綿機等の粉じん発 

                                 生施設の粉じんに関する規制           

         水質汚濁（23～32） 
                                 湿式集じん施設・排ガス洗浄施設等の汚水等排出施 

                                 設の水質汚濁に関する規制、事故時の措置     

         騒音 

              騒音特定工場等に関する規制（33～42） 
                                 金属加工用旋盤・冷却塔及びバーナー等を設置する 

                                 騒音特定工場等に関する規制            

              特定建設作業に関する規制（43、44） 

              拡声機騒音等に関する規制（45、46） 
                                （基準道守義務等、夜間の静穏保持） 
         悪臭（47～51） 

    日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減 

         生活環境の保全 

              焼却行為に関する規制（52、53） 
                                （小型焼却炉の使用禁止・野外焼却の禁止） 

              投棄行為に関する規制（54、55） 
                                （空き缶等のポイ捨て禁止及び空き缶等の散乱防止） 

              生活排水対策の推進（56、57） 
                                （保管基準の遵守義務・保管施設の使用届出義務） 

              土壌及び地下水汚染の防止に関する規制(66～75) 
                                （汚染状態の測定義務・基準値超過時の届出義務等） 

              生活環境の保全上の支障の防止に関する規制(76、77) 
                                （支障の除去・被害の未然防止) 
         地球環境の保全 

              自動車等の原動機停止に関する規制（78～80） 
                                 自動車等運転者のアイドリングストップ義務・駐車 

                                 場等利用者のアイドリングストップ周知義務    

              地球温暖化の対策に関する規制（81～86） 
                                 地球温暖化対策計画の作成提出義務・実施状況届出 

                                 義務  

    相互連携等による環境の保全の推進（87～88） 
                                 事業者による情報公開・事業者と住民による合意形 

                                 成 

    雑則（89～94） 
                                 測定等、環境保全監督者、監視、立入検査、報告の 

                                 徴収       

    罰則（95～100） 
                                 計画変更命令違反､改善命令及び一時停止命令違反、 

                                 停止命令違反、措置命令違反 ばい煙・排出水の規 

                                 制基準違反及び粉じんの基準適合命令違反、汚水等 

                                 特定事業場の事故時の措置命令違反 特定施設の設 

                                 置届出等違反 立入検査拒否等 
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